
 

平成 20 年 2 月 14 日 

株式会社みずほコーポレート銀行 

 

 

「前給（まえきゅう）」サービスにおける（株）東京都民銀行との業務連携開始について 

                   
 

 
 

株式会社みずほコーポレート銀行（頭取 齋藤 宏）は、「前給」サービスについて株式会社東京都民

銀行（頭取 椎名 哲也）と業務連携を開始致しました。 

昨今の雇用形態の多様化を背景に、当行の取引先でもパート・アルバイト等を中心とした従業員の

定着化が経営課題の一つとなっており、これを解消させるための有効な手法の一つとして、東京都民

銀行と「前給」サービスに関する業務連携を開始したものです。 

 

 「前給」とは、東京都民銀行が開発したサービス（平成１７年６月他にビジネスモデル特許複数取得

済）で「前給」を導入した企業に勤務する従業員が、携帯電話・パソコンでのインターネットサービスを利

用し、「前給」の申込をすることで既に働いた賃金を上限として、給料日の前に資金を随時受領すること

を可能にするサービスです。申込後、早ければ「翌銀行営業日」に資金を受領できる仕組みです。 

 

 本業務連携は、「前給」導入ニーズのある当行取引先に東京都民銀行を紹介し、「前給」を導入した

当行取引先から、従業員による「前給の申込」から「振込データの作成」までを東京都民銀行が受託し、

従業員への「振込業務」を当行が受託するスキームです。  

 

当行では今後ともお取引先ニーズにあったソリューションの提供に力をいれていきます。 

以上 

 
【業務連携スキーム図】 
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業務連携覚書 紹介 
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